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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電解質膜の両側に電極が設けられた電解質膜・電極構造体とセパレータとが水平方向に
沿って積層され、発電反応に使用された反応ガスを、積層方向に流通させる反応ガス排出
連通孔が設けられるとともに、前記積層方向両端にエンドプレートが配設される燃料電池
スタックであって、
　前記反応ガス排出連通孔に連通し、発電反応に使用された前記反応ガスから水分を分離
する気液分離器を備え、
　前記気液分離器の少なくとも一部は、前記エンドプレート間に位置し且つ前記燃料電池
スタックの下方に配設されるとともに、
　前記エンドプレート又は該エンドプレートの内側に隣接する絶縁プレートには、前記反
応ガス排出連通孔に連通して前記水分を前記気液分離器に導入させる排水通路が、重力方
向に形成されることを特徴とする燃料電池スタック。
【請求項２】
　請求項１記載の燃料電池スタックにおいて、前記気液分離器は、前記エンドプレート間
に位置し且つ前記燃料電池スタックの平面投影内の下方に配設されることを特徴とする燃
料電池スタック。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の燃料電池スタックにおいて、前記燃料電池スタックの平面投影内
の下方には、前記セパレータに設けられたセル電圧端子に接続され、発電時のセル電圧を
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検出する電圧測定装置が配設されることを特徴とする燃料電池スタック。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の燃料電池スタックにおいて、一方の前記エンドプ
レートは、他方の前記エンドプレートよりも低くなるように傾斜して配置されるとともに
、
　一方の前記エンドプレート側にのみ前記気液分離器が配置されることを特徴とする燃料
電池スタック。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の燃料電池スタックにおいて、前記気液分離器は、
２つ設けられるとともに、
　一方の前記気液分離器は、一方の前記エンドプレートに近接し、他方の前記気液分離器
は、他方の前記エンドプレートに近接して配置されることを特徴とする燃料電池スタック
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電解質膜の両側に電極が設けられた電解質膜・電極構造体とセパレータとが
水平方向に沿って積層され、発電反応に使用された反応ガスを、積層方向に流通させる反
応ガス排出連通孔が設けられるとともに、前記積層方向両端にエンドプレートが配設され
る燃料電池スタックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、固体高分子型燃料電池は、高分子イオン交換膜からなる電解質膜の両側に、そ
れぞれアノード側電極及びカソード側電極を配設した電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）を
、セパレータによって挟持した発電セルを備えている。通常、所定数の発電セルが積層さ
れることにより、例えば、車載用燃料電池スタックとして使用されている。
【０００３】
　この種の燃料電池では、電気化学反応（発電）により電力が得られる際、カソード側電
極には水が生成される一方、アノード側電極には前記水の逆拡散が惹起されている。従っ
て、アノード側電極から燃料ガス排出連通孔に排出される燃料ガス（燃料オフガス）やカ
ソード側電極から酸化剤ガス排出連通孔に排出される酸化剤ガス（酸化剤オフガス）には
、水分が含まれている。
【０００４】
　このため、特に、燃料ガス排出連通孔に排出された燃料オフガスを、燃料ガス循環路に
よってアノード側電極に、再度、燃料ガスとして循環供給するシステムでは、前記燃料オ
フガス中の水分を除去する必要がある。
【０００５】
　そこで、例えば、特許文献１に開示されている燃料電池システムは、図９に示すように
、燃料電池１と冷媒通路２と気液分離器３と再循環合流機構としてのエゼクタ４とを備え
ている。そして、気液分離器３とエゼクタ４とを隣接して一体的に配置するとともに、前
記気液分離器３と前記エゼクタ４との間には、冷媒通路２が配置されている。
【０００６】
　これにより、ドレン配管等において凍結しても、迅速に解凍することができるので、燃
料電池１の低温起動時に生成水を迅速に排出することが可能になる、としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１４７４４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　上記の特許文献１では、燃料電池１の側方外部に、冷媒通路２と気液分離器３とが隣接
して配置されるとともに、前記気液分離器３は、前記燃料電池１にアノードオフガス通路
５を介して連通している。このため、燃料電池１の内部から気液分離器３に至るアノード
オフガス用流路長が長尺化され、前記流路内を水が繋がって地絡が発生するおそれがある
。
【０００９】
　さらに、燃料電池１の側方外部には、エゼクタ４の他、比較的外形寸法の大きな気液分
離器３が配置されている。従って、燃料電池システム全体の専有スペースが拡大し、前記
燃料電池システム全体のレイアウトが制限されてしまうという問題がある。
【００１０】
　本発明はこの種の問題を解決するものであり、水による地絡を確実に阻止するとともに
、設備全体のレイアウトを効率的且つコンパクトに構成することが可能な燃料電池スタッ
クを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、電解質膜の両側に電極が設けられた電解質膜・電極構造体とセパレータとが
水平方向に沿って積層され、発電反応に使用された反応ガスを、積層方向に流通させる反
応ガス排出連通孔が設けられるとともに、前記積層方向両端にエンドプレートが配設され
る燃料電池スタックに関するものである。
【００１２】
　この燃料電池スタックは、反応ガス排出連通孔に連通し、発電反応に使用された反応ガ
スから水分を分離する気液分離器を備え、前記気液分離器の少なくとも一部は、エンドプ
レート間に位置し且つ前記燃料電池スタックの下方に配設されるとともに、前記エンドプ
レート又は該エンドプレートの内側に隣接する絶縁プレートには、前記反応ガス排出連通
孔に連通して前記水分を前記気液分離器に導入させる排水通路が、重力方向に形成されて
いる。
【００１３】
　また、気液分離器は、エンドプレート間に位置し且つ燃料電池スタックの平面投影内の
下方に配設されることが好ましい。
【００１５】
　さらにまた、この燃料電池スタックは、前記燃料電池スタックの平面投影内の下方には
、セパレータに設けられたセル電圧端子に接続され、発電時のセル電圧を検出する電圧測
定装置が配設されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、気液分離器の少なくとも一部は、エンドプレート間に位置し且つ燃料
電池スタックの下方に配設されている。このため、燃料電池スタック内の反応ガス排出連
通孔は、配管を介装する必要がなく、気液分離器に直接接続することが可能である。しか
も、燃料電池スタックの下部と気液分離器内の水面との距離を長尺に設定することができ
る。従って、燃料電池スタックの外部には、水が繋がることがなく、前記水による地絡を
確実に阻止することができる。さらに、燃料電池スタックの傾きや水面の揺れ等によって
水が反応ガス排出連通孔に逆流することを、確実に阻止することが可能になる。
【００１７】
　また、気液分離器の少なくとも一部は、エンドプレート間に位置し且つ燃料電池スタッ
クの下方に配設されるため、燃料電池スタックの下方スペースを有効に利用することがで
きる。このため、設備全体のレイアウトを効率的且つコンパクトに構成することが可能に
なり、スペース効率の向上が容易に図られる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】本発明の第１の実施形態に係る燃料電池スタックを組み込む燃料電池システムの
概略構成図である。
【図２】前記燃料電池スタックの側面説明図である。
【図３】前記燃料電池スタックを構成する発電セルの分解斜視説明図である。
【図４】前記燃料電池スタックの加湿器側からの正面図である。
【図５】前記燃料電池スタックを構成する第１気液分離器側の断面説明図である。
【図６】前記燃料電池スタックを構成する第２気液分離器側の断面説明図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る燃料電池スタックの要部拡大断面図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る燃料電池スタックの側面説明図である。
【図９】特許文献１に開示されている燃料電池システムの概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１に示すように、本発明の第１の実施形態に係る燃料電池スタック１０は、燃料電池
システム１２に組み込まれる。燃料電池システム１２は、図示しない燃料電池車両に搭載
されており、燃料電池スタック１０と、前記燃料電池スタック１０に燃料ガス（反応ガス
）を供給するための燃料ガス供給機構１４と、前記燃料電池スタック１０に酸化剤ガス（
反応ガス）を供給するための酸化剤ガス供給機構１６と、前記燃料電池スタック１０に冷
却媒体を供給するための冷却媒体供給機構（図示せず）とを備える。
【００２０】
　燃料ガス供給機構１４は、燃料ガスとして水素ガスが貯留される水素タンク（燃料タン
ク）２０を備える。この水素タンク２０には、水素供給管２２の一端が接続される。水素
供給管２２には、遮断弁２４及びエゼクタ２６が接続されるとともに、前記エゼクタ２６
が燃料電池スタック１０に接続される。
【００２１】
　燃料電池スタック１０には、使用済みの水素ガス（燃料ガス）を排出するための水素排
出管２８が接続される。この水素排出管２８は、リターン配管３０を介してエゼクタ２６
に接続されるとともに、一部がパージ弁３２から希釈器３４に連通する。
【００２２】
　酸化剤ガス供給機構１６は、エアポンプ４０を備え、このエアポンプ４０に一端が接続
される空気供給管４２は、加湿器４４に他端が接続されるとともに、この加湿器４４には
、加湿空気供給管４６を介して燃料電池スタック１０が接続される。
【００２３】
　加湿器４４には、使用済みの生成水を含んだ酸化剤ガス（以下、オフガスという）を燃
料電池スタック１０から加湿流体として供給するための空気排出管４８が設けられる。加
湿器４４では、空気排出管４８を介して供給されたオフガスの排出側に、排気管５２が接
続されるとともに、前記排気管５２は、制御弁５４を介装して希釈器３４に接続される。
【００２４】
　燃料電池スタック１０は、複数の発電セル６０が車長方向である水平方向（図２及び図
３中、矢印Ａ方向）に積層される。図３に示すように、各発電セル６０は、電解質膜・電
極構造体６２と、前記電解質膜・電極構造体６２を挟持する第１及び第２セパレータ６４
、６６とを備える。なお、第１及び第２セパレータ６４、６６は、カーボンセパレータ又
は金属セパレータで構成される。
【００２５】
　発電セル６０の長辺方向（矢印Ｃ方向）の一端縁部（上端縁部）には、矢印Ａ方向に互
いに連通して、酸化剤ガス、例えば、空気を供給するための酸化剤ガス供給連通孔６８ａ
、及び燃料ガス、例えば、水素ガスを供給するための燃料ガス供給連通孔７０ａが設けら
れる。
【００２６】
　発電セル６０の長辺方向の他端縁部（下端縁部）には、矢印Ａ方向に互いに連通して、
空気を排出するための酸化剤ガス排出連通孔（反応ガス排出連通孔）６８ｂ及び水素ガス
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を排出するための燃料ガス排出連通孔（反応ガス排出連通孔）７０ｂが設けられる。
【００２７】
　発電セル６０の短辺方向（矢印Ｂ方向）の一端縁部には、冷却媒体を供給するための冷
却媒体供給連通孔７２ａが設けられるとともに、前記発電セル６０の短辺方向の他端縁部
には、冷却媒体を排出するための冷却媒体排出連通孔７２ｂが設けられる。冷却媒体供給
連通孔７２ａ及び冷却媒体排出連通孔７２ｂは、縦長形状に設定される。
【００２８】
　電解質膜・電極構造体６２は、例えば、パーフルオロスルホン酸の薄膜に水が含浸され
た固体高分子電解質膜７８と、前記固体高分子電解質膜７８を挟持するアノード側電極８
０及びカソード側電極８２とを備える。
【００２９】
　第１セパレータ６４の電解質膜・電極構造体６２に向かう面６４ａには、燃料ガス供給
連通孔７０ａと燃料ガス排出連通孔７０ｂとを連通する燃料ガス流路８４が形成される。
この燃料ガス流路８４は、例えば、矢印Ｃ方向に延在する溝部により構成される。第１セ
パレータ６４の面６４ａとは反対の面６４ｂには、冷却媒体供給連通孔７２ａと冷却媒体
排出連通孔７２ｂとを連通する冷却媒体流路８６の一部が形成される。
【００３０】
　第２セパレータ６６の電解質膜・電極構造体６２に向かう面６６ａには、例えば、矢印
Ｃ方向に延在する溝部からなる酸化剤ガス流路８８が設けられるとともに、この酸化剤ガ
ス流路８８は、酸化剤ガス供給連通孔６８ａと酸化剤ガス排出連通孔６８ｂとに連通する
。第２セパレータ６６の面６６ａとは反対の面６６ｂには、第１セパレータ６４の面６４
ｂと重なり合って冷却媒体流路８６が一体的に形成される。
【００３１】
　図示しないが、第１及び第２セパレータ６４、６６には、シール部材が一体又は別体に
設けられる。第１セパレータ６４の一方の短辺には、一方の角部にセル電圧測定に使用さ
れるセル電圧端子８９が設けられる。
【００３２】
　図１及び図２に示すように、発電セル６０の積層方向の両端には、ターミナルプレート
９０ａ、９０ｂ及び絶縁プレート９２ａ、９２ｂを介して金属製エンドプレート９４ａ、
９４ｂが配設される。図２に示すように、エンドプレート９４ａ、９４ｂ間には、複数の
タイロッド９５により積層方向に締め付け荷重が付与される。エンドプレート９４ａ、９
４ｂは、断面Ｌ字状のマウント部材９６ａ、９６ｂを介してフレーム９８に固定される。
【００３３】
　図２及び図４に示すように、エンドプレート９４ａ、９４ｂ間に位置し且つ燃料電池ス
タック１０の平面投影内の下方には、第１及び第２気液分離器１００ａ、１００ｂが配設
される。なお、第１及び第２気液分離器１００ａ、１００ｂの少なくとも一部が、エンド
プレート９４ａ、９４ｂ間に位置し且つ燃料電池スタック１０の下方に配設されていれば
よい。
【００３４】
　第１及び第２気液分離器１００ａ、１００ｂは、図１に示すように、下部にドレイン配
管１０２ａ、１０２ｂを設けるとともに、前記ドレイン配管１０２ａ、１０２ｂには、ド
レイン弁１０３ａ、１０３ｂが配設される。
【００３５】
　ドレイン弁１０３ａ、１０３ｂは、第１及び第２気液分離器１００ａ、１００ｂに所定
量の水が貯留された際に開放される。例えば、燃料電池スタック１０の発電量の積算値が
予め設定された閾値を超えた際に、ドレイン弁１０３ａ、１０３ｂが開放制御される。
【００３６】
　図５に示すように、絶縁プレート９２ａには、燃料ガス排出連通孔７０ｂに連通して水
分を第１気液分離器１００ａに導入させる排水通路１０４ａが、重力方向に形成される。
図６に示すように、絶縁プレート９２ｂには、酸化剤ガス排出連通孔６８ｂに連通して水
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分を第２気液分離器１００ｂに導入させる排水通路１０４ｂが、重力方向に形成される。
【００３７】
　図２に示すように、燃料電池スタック１０の平面投影内の下方には、第１セパレータ６
４（又は第２セパレータ６６）に設けられたセル電圧端子８９に接続され、発電時のセル
電圧を検出する電圧測定装置（ＥＣＵ）１０６が配設される。
【００３８】
　燃料電池スタック１０のエンドプレート９４ｂには、加湿器４４が直接固定される。加
湿器４４内には、例えば、中空糸膜型加湿構造を有する第１及び第２加湿部１０８ａ、１
０８ｂが上下に配列して収容される（図２参照）。第１加湿部１０８ａ及び第２加湿部１
０８ｂは、空気供給管４２と加湿空気供給管４６とに接続される。
【００３９】
　このように構成される燃料電池システム１２の動作について、以下に説明する。
【００４０】
　先ず、図１に示すように、酸化剤ガス供給機構１６を構成するエアポンプ４０が駆動さ
れ、酸化剤ガスである外部空気が吸引されて空気供給管４２に導入される。この空気は、
空気供給管４２から加湿器４４内に導入され、第１及び第２加湿部１０８ａ、１０８ｂを
通って加湿空気供給管４６に供給される。
【００４１】
　その際、加湿器４４内には、後述するように、反応に使用された酸化剤ガスであるオフ
ガスが供給されている。このため、使用前の空気には、オフガス中に含まれる水分が移動
し、この使用前の空気が加湿される。加湿された空気は、加湿空気供給管４６からエンド
プレート９４ｂを通って燃料電池スタック１０内の酸化剤ガス供給連通孔６８ａに供給さ
れる。
【００４２】
　一方、燃料ガス供給機構１４では、遮断弁２４の開放作用下に、水素タンク２０内の水
素ガス（燃料ガス）が、エゼクタ２６を通ってエンドプレート９４ａから燃料電池スタッ
ク１０内の燃料ガス供給連通孔７０ａに導入される。さらに、図示しない冷却媒体供給機
構では、燃料電池スタック１０内の冷却媒体供給連通孔７２ａに冷却媒体が導入される。
【００４３】
　図３に示すように、燃料電池スタック１０内の発電セル６０に供給された空気は、酸化
剤ガス供給連通孔６８ａから第２セパレータ６６の酸化剤ガス流路８８に導入され、電解
質膜・電極構造体６２のカソード側電極８２に沿って移動する。一方、水素ガスは、燃料
ガス供給連通孔７０ａから第１セパレータ６４の燃料ガス流路８４に導入され、電解質膜
・電極構造体６２のアノード側電極８０に沿って移動する。
【００４４】
　従って、各電解質膜・電極構造体６２では、カソード側電極８２に供給される空気中の
酸素と、アノード側電極８０に供給される水素ガスとが、電極触媒層内で電気化学反応に
より消費され、発電が行われる。
【００４５】
　次いで、カソード側電極８２に供給されて消費された空気は、酸化剤ガス排出連通孔６
８ｂに沿って流動した後、オフガスとしてエンドプレート９４ｂから空気排出管４８に排
出される（図１参照）。
【００４６】
　一方、アノード側電極８０に供給されて一部が消費された水素ガスは、燃料ガス排出連
通孔７０ｂに排出されて流動し、排出燃料ガスとしてエンドプレート９４ａから水素排出
管２８に排出される。水素排出管２８に排出された排出水素ガスは、一部がリターン配管
３０を通ってエゼクタ２６の吸引作用下に水素供給管２２に戻される。
【００４７】
　その際、アノード側電極８０側では、発電により生成されてカソード側電極８２側から
逆拡散した生成水が、燃料ガス排出連通孔７０ｂに導入されている。生成水は、排出水素
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ガス流に伴って燃料ガス排出連通孔７０ｂに沿ってエンドプレート９４ａ側に移動する。
【００４８】
　この場合、第１の実施形態では、図５に示すように、絶縁プレート９２ａには、燃料ガ
ス排出連通孔７０ｂに連通して排水通路１０４ａが、重力方向に形成されている。従って
、燃料電池スタック１０内の燃料ガス排出連通孔７０ｂは、配管を介装する必要がなく、
第１気液分離器１００ａに直接接続することができる。しかも、燃料電池スタック１０の
下部と第１気液分離器１００ａ内の水面との距離を長尺に設定することができる。
【００４９】
　このため、燃料ガス排出連通孔７０ｂに沿って絶縁プレート９２ａ側に移動する生成水
は、前記燃料ガス排出連通孔７０ｂに連通する排水通路１０４ａから第１気液分離器１０
０ａ内に重力によって排出される。これにより、燃料電池スタック１０の外部には、配管
等に沿って水が繋がることがなく、前記水による地絡を確実に阻止することが可能になる
という効果が得られる。その上、燃料電池スタック１０の傾きや水面の揺れ等によって水
が燃料ガス排出連通孔７０ｂに逆流することを、確実に阻止することが可能になる。
【００５０】
　しかも、第１気液分離器１００ａの少なくとも一部は、エンドプレート９４ａ、９４ｂ
間に位置し且つ燃料電池スタック１０の下方に配設されるため、前記燃料電池スタック１
０の下方スペースを有効に利用することができる。
【００５１】
　特に、第１気液分離器１００ａは、エンドプレート９４ａ、９４ｂ間に位置し且つ燃料
電池スタック１０の平面投影内の下方に配設されている。従って、燃料電池スタック１０
の側方外部には、第１気液分離器１００ａが突出することがない（図２、図４及び図５参
照）。このため、燃料電池システム１２全体のレイアウトを効率的且つコンパクトに構成
することが可能になり、スペース効率の向上が容易に図られるという利点がある。
【００５２】
　また、図６に示すように、絶縁プレート９２ｂには、酸化剤ガス排出連通孔６８ｂに連
通して排水通路１０４ｂが、重力方向に形成されている。従って、燃料電池スタック１０
内の酸化剤ガス排出連通孔６８ｂは、配管を介装する必要がなく、第２気液分離器１００
ｂに直接接続することができる。
【００５３】
　このため、酸化剤ガス排出連通孔６８ｂに沿って絶縁プレート９２ｂ側に移動する生成
水は、前記酸化剤ガス排出連通孔６８ｂに連通する排水通路１０４ｂから第２気液分離器
１００ｂ内に重力によって排出される。これにより、燃料電池スタック１０の外部には、
配管に沿って水が繋がることがなく、前記水による地絡を確実に阻止することが可能にな
る。
【００５４】
　しかも、燃料電池スタック１０の側方外部には、第２気液分離器１００ｂが突出するこ
とがない（図２、図４及び図６参照）。このため、燃料電池システム１２全体のレイアウ
トを効率的且つコンパクトに構成することができ、スペース効率の向上が容易に図られる
。
【００５５】
　さらに、第１の実施形態では、図２に示すように、燃料電池スタック１０の平面投影内
の下方には、発電時のセル電圧を検出する電圧測定装置１０６が配設されている。従って
、燃料電池スタック１０の下方スペースを一層効率的に活用することが可能になるという
効果がある。
【００５６】
　なお、第１の実施形態では、第１及び第２気液分離器１００ａ、１００ｂを備えている
が、これに限定されるものではなく、例えば、第１気液分離器１００ａのみを用いてもよ
い。
【００５７】
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　図７は、本発明の第２の実施形態に係る燃料電池スタック１１０の要部拡大断面図であ
る。なお、第１の実施形態に係る燃料電池スタック１０と同一の構成要素には同一の参照
符号を付して、その詳細な説明は省略する。また、以下に説明する第３の実施形態におい
ても同様に、その詳細な説明は省略する。
【００５８】
　燃料電池スタック１１０は、気液分離器１１２を備えるとともに、エンドプレート９４
ａには、燃料ガス排出連通孔７０ｂに連通して水分を前記気液分離器１１２に導入させる
排水通路１１４が、重力方向に形成される。なお、図示しないが、エンドプレート９４ｂ
側には、必要に応じて気液分離器が配設される。
【００５９】
　このように構成される第２の実施形態では、絶縁プレート９２ａに代えてエンドプレー
ト９４ａに、燃料ガス排出連通孔７０ｂに連通して水分を気液分離器１１２に導入させる
排水通路１１４が、重力方向に形成されている。これにより、第２の実施形態は、上記の
第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【００６０】
　図８は、本発明の第３の実施形態に係る燃料電池スタック１２０の側面説明図である。
【００６１】
　燃料電池スタック１２０は、エンドプレート９４ａに固定されるマウント部材１２２ａ
、及びエンドプレート９４ｂに固定されるマウント部材１２２ｂを備える。マウント部材
１２２ａ、１２２ｂの各形状が設定されることにより、燃料電池スタック１２０が傾斜し
てフレーム９８に保持される。
【００６２】
　具体的には、エンドプレート９４ａ側にのみ気液分離器１１２が設けられており、前記
エンドプレート９４ａ側がエンドプレート９４ｂ側よりも低い位置になるように傾斜配置
される。
【００６３】
　このため、第３の実施形態では、特に運転停止中（ソーク中）に、燃料ガス排出連通孔
７０ｂ内に残存する水が、燃料電池スタック１２０の傾斜によってエンドプレート９４ａ
側に移動する。従って、燃料ガス排出連通孔７０ｂ内の水は、気液分離器１１２に円滑且
つ確実に排出されるという効果が得られる。
【符号の説明】
【００６４】
１０、１１０、１２０…燃料電池スタック
１２…燃料電池システム　　　　　　　１４…燃料ガス供給機構
１６…酸化剤ガス供給機構　　　　　　２０…水素タンク
２６…エゼクタ　　　　　　　　　　　２８…水素排出管
３４…希釈器　　　　　　　　　　　　４０…エアポンプ
４２…空気供給管　　　　　　　　　　４４…加湿器
６０…発電セル　　　　　　　　　　　６２…電解質膜・電極構造体
６４、６６…セパレータ　　　　　　　６８ａ…酸化剤ガス供給連通孔
６８ｂ…酸化剤ガス排出連通孔　　　　７０ａ…燃料ガス供給連通孔
７０ｂ…燃料ガス排出連通孔　　　　　７２ａ…冷却媒体供給連通孔
７２ｂ…冷却媒体排出連通孔　　　　　７８…固体高分子電解質膜
８０…アノード側電極　　　　　　　　８２…カソード側電極
８４…燃料ガス流路　　　　　　　　　８６…冷却媒体流路
８８…酸化剤ガス流路　　　　　　　　８９…セル電圧端子
９０ａ、９０ｂ…ターミナルプレート　９２ａ、９２ｂ…絶縁プレート
９４ａ、９４ｂ…エンドプレート
９６ａ、９６ｂ、１２２ａ、１２２ｂ…マウント部材
１００ａ、１００ｂ、１１２…気液分離器
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１０２ａ、１０２ｂ…ドレイン配管　　１０３ａ、１０３ｂ…ドレイン弁
１０４ａ、１０４ｂ、１１４…排水通路
１０６…電圧測定装置

【図１】 【図２】
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